
東京航空局管轄の航空運送事業者・航空機使用事業者一覧

固定翼 回転翼 固定翼 回転翼

新中央航空(株)

※国内定期航空運送事業者

東邦航空(株)　　　　　　　　　　　

※国内定期航空運送事業者

(株)北海道エアシステム　　　　　　　　　　　　　　

※国内定期航空運送事業者

アイベックスエアラインズﾞ(株)　　　　

※国内定期航空運送事業者

(株)フジドリームエアラインズ　　　　　

※国内定期航空運送事業者

航空運送事業における主な営業種目

　２．航空機使用事業とは、

航空機使用事業における主な営業種目

《事業者一覧に関するお問い合わせ》

〒１０２－００７４

東京都千代田区九段南１－１－１５

　　　　　　　　　　　　九段第二合同庁舎

　　　東京航空局 総務部 航空振興課

TEL ０３－５２７５－９３１５

FAX ０３－３２２１－３６７１

　 合計

（航空法第１２３条第１項）

（航空法第２条第２０項）

航空法第１００条第１項又は第１

２３条第１項の規定による許可を

受けてしなければならない事項を

許可を受けないでした者は法律で

罰せられます。

　国内定期航空運送事業とは、

※事業者の「営業種目」については、
各事業者にお問い合わせ願います。

平成２７年９月３日現在

備　　　　　　　　　　考

　１．航空運送事業とは、

（航空法第２条第１８項）

　 航空運送事業を経営しようとする者
は、国土交通大臣の許可を受けなければ
ならない。

（航空法第１００条第１項）

定期運送 人員輸送

※各事業者毎に営業種目が異なります。

本邦内の各地間に路線を定めて一定の
日時により航行する航空機により行う航
空運送事業をいう。

物資輸送

遊覧飛行

※各事業者毎に営業種目が異なります。

送電線巡視

宣伝広告 写真撮影 報道取材

薬剤散布 視察調査 操縦訓練
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● 　 ● 福 島 県
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● 　 ● 東 京 都

● ● ● ● 埼 玉 県

● 　 ● 　 岩 手 県

● 　 ● 　 東 京 都
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● 　 ● 東 京 都
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府中エアサービス(株)

(株)朝日新聞社
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ＴＨＫ

ＮＴＨ

ＩＢＸ

ＦＤＡ

ＡＡＫ

ＳＮＫ

ＩＢＡ

アジア航測(株)

水産航空(株)

東北測量(株)

川崎航空(株)

共立航空撮影(株)

(株)アルファーアビエイション

つくば航空(株)

アカギヘリコプター(株)

静岡エアコミュータ(株)

(株)ディーエイチシー

(株)ヘリサービス

北清ヘリシス(株)

北日本航空(株)

公共施設地図航空(株)

日本フライトセーフティ(株)

ファーストエアートランスポート(株)

東北エアサービス(株)

エクセル航空(株)

34
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オールニッポンヘリコプター(株)

東京航空(株)

(株)ジャネット

朝日航洋(株)

新日本ヘリコプター(株)

アイベックスアビエイション(株)

北海道航空(株)

本田航空(株)
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本　社
所在地
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　 茨 城 県

● ●
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航空運送事業 航空機使用事業

ＰＡＫ

ＮＦＳ

ＪＲＦ

ＴＡＳ

東 京 都

(有)ジャパンフライトサービス

雄飛航空(株)

略号

２７社 ３４社

ＡＮＨ

ＴＹＫ

ＪＮＳ

　 他人の需要に応じ、航空機を使用して
有償で旅客又は貨物を運送する事業を
いう。

　 他人の需要に応じ、航空機を使用して
有償で旅客又は貨物の運送以外の行為
の請負を行う事業をいう。

（航空法第２条第２１項）

  航空機使用事業を経営しようとする者
は、国土交通大臣の許可を受けなければ
ならない。

36 （株）Japan General Aviation Service - ●


